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○ 相続土地国庫帰属制度の創設（R5.4.27～）
～所有者不明土地の発生を予防する方策～

１

○ 申請件数：728件（R5.4.27～）

○ 相談件数：12,369件（R5.2.22～）

⇒ 将来的に土地が所有者不明化し、
管理不全化することを予防することが可能

制度の利用・実施状況（R5.7.31現在）

相続等により土地の所有権を取得した相続人が、
一定の要件の下、法務大臣の承認を受けて、

その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度

機密性２ 完全性１ 可用性１



○ 制度創設の背景
○ 都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等に伴う

土地の所有意識の希薄化
○ 土地利用ニーズの低下
○ 利用されない土地が管理不全化
○ 相続により土地を望まず取得した所有者の負担感の増加
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★土地問題に関する国民の意識調査
（出典：平成３０年度版土地白書）

土地所有に対する負担感
負担を感じたことがある又は感じると思う

約４２％
★令和２年法務省調査

土地を所有する世帯のうち、土地を国庫に
帰属させる制度の利用を希望する世帯

約２０％

一定の要件の下、相続又は遺贈（相続人に対する遺贈に
限る。）により取得した土地を手放し、国庫に帰属させること
ができる制度（相続土地国庫帰属制度）を創設

土地を相続し
たものの、土
地を手放した
いと考える者
が増加

機密性２ 完全性１ 可用性１

（手放したい動機の例）
・管理費の負担
・固定資産税の負担
・権利関係の整理 など
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○ 相続土地国庫帰属制度と他制度との比較
機密性２ 完全性１ 可用性１

5 6

①相続土地国庫帰属制度 ②相続放棄 ③国や地方公共団体
等への寄附 ④民間売買

メリット

•１筆の土地単位で申請
（処分）することができる

•裁判所の手続費
用が安い

•負担金のような金銭
を支払う必要がない

•売買代金を
得ることができ
る

•国が引き取るための基準
が明確である •相続人１人で手

続が可能
•身近な自治体等に土
地を任せることができる

•共有者がいる
場合でも、自
分の持分のみ
売却可能

デメリット

•相当額の負担金を支払
うことが必要

•全ての相続財産
を放棄することにな
る

•寄附を受けてもらえる
相手（国や地方公共団
体等を探すのが困難な
ことがある

•購入してもら
える相手を探
すのが困難なこ
とがある

•共有者がいる場合は全
員が共同して申請する必
要がある

•相続放棄できる
申述期間に制限が
ある

•寄 附 を 受 け る基準が
国や地方公共団体等
によって異なる

•売買のための
条件等を交渉
する必要がある

【参考】相続時に土地を手放す方法として考えられる各種手続との比較



○ 相続又は遺贈（相続人に対する遺贈に限る。）により取
得した土地であること

4

○ 相続土地国庫帰属制度の要件①

（全ての土地を帰属可としていない理由）
○ 土地の所有権を国庫に帰属させることは、本来所有者が管理すべき土地を国に引

き受けさせ、国民の負担で土地を管理することになる。

機密性２ 完全性１ 可用性１

（相続又は相続人に対する遺贈により取得された土地）
○ その土地を利用する見込みもその土地の受益もないにもかかわらず、相続人が処分

もできずにやむを得ず所有し続けていることが類型的にあると考えられるため、所有者
不明土地の発生を抑制するため、国が引き受けて国民全体の負担で管理すること
とする必要性が高い。

※ 土地の所有者が自らの意思で取得した土地（売買等。死
因贈与によるものを含む。）については、所有者がその責任に
いてその土地の管理に関する負担も引き受けたものであり、国に
帰属させる必要性は低い。

※ 法人は相続等により土地を取得することができないため、基本的に承認申請権はない。
（共有土地の場合に申請可能な場合あり）
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機密性２ 完全性１ 可用性１

具体例

子Ａ

単独所有

共有

父Ｘから子Ａが相続により土地を取得

相続

申請可父Ｘ

単独所有 単独所有

子Ａ 申請
不可

購
入

申
請
不
可

父Ｘから子Ａ・子Ｂが購入し､子Ｂが子Ａの持分を相続により取得

相続

申請可

単独所有

父Ｘ

Ａの持分1/2
Ｂの持分1/2

子Ａ 子Ｂ

単独所有
（うち相続1/2）

子Ｂ

子Ｂ
申請可

父Ｘから子Ａ、Ｂが相続により土地を取得

相続

申請可父Ｘ

単独所有

申請
不可

購
入

申請
不可

第三者Ｙから父Ｘ、子Ａが購入し､父Xの持分を子Ａ、Ｂが相続により取得

相続

申請可

単独所有

父Ｘ

Ｘの持分1/2
Ａの持分1/2

子Ａ 子Ｂ第三者Ｙ 申請可

Ａの持分1/2
Ｂの持分1/2

相続により取
得した持分を
有するため

○ 単独所有の土地 → 相続等により土地の全部又は一部を取得した者（具体例①、②）
○ 共有に属する土地 → 相続等により土地の共有持分の全部又は一部を取得した共有者（具体例③、④）

ただし、土地の共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であって
も、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した者と共同して行うときに限り、承
認申請可（具体例⑤）

売却

売却

子Ａ子Ａ 子Ｂ

⑤ 相続等以外の原因により共有持分を取得した共有者

子Ａ申請
不可

購入

申請
不可

相続

申請可
本来申請権限を有
しないが、子Aと共同
申請することにより申
請可能

単独所有

父Ｘ

Ｘの持分1/2
Ｚの持分1/2

法人Ｚ

Aの持分1/2（相続）
Zの持分1/2

第三者Ｙから父Ｘ、法人Zが土地を購入し､父Xの持分を子Ａが相続により取得

第三者Ｙ 申請可 法人Ｚ子Ａ

売却

申請可

① 相続等により所有権の全部を取得した所有者 ② 相続等により所有権の一部を取得した者

③ 相続等により共有持分の全部を取得した共有者 ④ 相続等により共有持分の一部を取得した共有者

【参考】申請権者（詳細）

Ａの持分3/4（うち相続1/4）
Ｂの持分1/4（相続）



○ 相続又は遺贈により取得した土地であっても、一定の要件
に該当する土地は帰属不可（無条件ではない）

○ 負担金の納付が必要（無料ではない）
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○ 相続土地国庫帰属制度の要件②

（理由）
○ 国有財産の管理は税金から賄われるため、管理コストの国への転

嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードを防止する必要
⇒ 通常の管理又は処分をするに当たり、過分な労力又は費用
を要する土地を類型化し、帰属不可

○ 国庫帰属の承認を受けた場合、土地の管理費用の負担を免れ
ることになるが、実質的公平の観点から、将来的な管理費用の一
部を負担させることが適当
⇒ 土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した
１０年分の土地管理相当額（負担金）を国に納付

機密性２ 完全性１ 可用性１



通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する
土地は帰属不可
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（帰属ができない主な土地の例（詳細は次ページ以降）
○ 建物や管理を阻害する工作物等がある土地
○ 担保権等が設定されている土地
○ 通路など他人によって使用されている土地
○ 土壌汚染や埋設物がある土地
○ 崖があり、管理に過分な費用又は労力を要する土地
○ 権利関係に争いがある土地 など

○ 相続土地国庫帰属制度の要件（土地）

※ 却下、不承認は行政処分。いずれも、行政不服審査・行政事件訴訟で不服申立てが可能。

○ 法令により却下要件及び不承認要件を類型化（双方に該当する土地もありうる）
（帰属法第２条第３項各号、同法第５条第１項各号、帰属政令第２条各号、同令第４条各項）

⇒ 却下要件に該当する場合には、法務大臣は、承認申請を却下しなければならない。
（帰属法第４条第１項第２号）

⇒ 不承認要件に該当する場合には、法務大臣は、不承認処分をする。
（帰属法第５条第１項）

機密性２ 完全性１ 可用性１



ア 却下要件
⇒ その事由があれば直ちに通常の管理・処分をするに当
たり過分の費用・労力を要すると扱われるもの
（帰属法第２条第３項各号、帰属政令第２条各号）
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① 建物の存する土地
② 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路その他の他人による使用が予定される土地（墓地、境内地、

現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地）が
含まれる土地

④ 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲に

ついて争いがある土地

（参考条文・帰属法第４条第１項）
第四条 法務大臣は、次に掲げる場合には、承認申請を却下しなければならない。
一 承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき。
二 承認申請が第二条第三項又は前条の規定に違反するとき。
三 承認申請者が、正当な理由がないのに、第六条の規定による調査に応じないとき。

機密性２ 完全性１ 可用性１



① 建物の存する土地（帰属法第２条第３項第１号）
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⇒ 建物は、一般に管理コストが土地以上に高額であること、また、
老朽化すると、管理に要する費用や労力が更に増加するだけでなく、
最終的には建替えや取壊しが必要になるため

※ 既に建物が取り壊され現況が更地になっているものの、建物登
記が残っている場合は、 申請は可能であるが、建物滅失登記を
申請する必要がある。

機密性２ 完全性１ 可用性１



② 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定され
ている土地（帰属法第２条第３項第２号）
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⇒ 対象となる土地に、抵当権等の担保権や、地上権、地役権、賃
借権等の 使用収益権が設定されている場合、国が土地の管理を
行う際に、これらの権利者に配慮しなければならず、場合によっては、
担保権が実行されて国が土地の所有権を失うことになることも考え
られるため

機密性２ 完全性１ 可用性１



○ 現在、通路として利用されている土地
（帰属政令第２条第１号）

○ 墓地内の土地
（帰属政令第２条第２号）

○ 境内地
（帰属政令第２条第３号）

○ 現在、水道用地、用悪水路又は
ため池として利用されている土地
（帰属政令第２条第４号）

③ 通路その他の他人による使用が予定される土地（墓地、
境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供
されている土地）が含まれる土地
（帰属法第３条第３項第３号、帰属政令第２条各号）
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⇒ 実際に土地所有者以外の者により使用されており、今後もその使
用が予定されている土地については、これを国庫に帰属させた場合、
その管理に当たって、国と使用者等との間で調整が必要となるため

機密性２ 完全性１ 可用性１



④ 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されてい
る土地（帰属法第２条第３項第４号）

12

⇒ 特定有害物質によりその土壌が汚染されている土地（※）は、そ
の管理又は処分に制約が生じ、汚染の除去のために多大な費用
がかかる上に、場合によっては周囲に害悪を発生させるおそれがある
ため
※ 土壌汚染対策法施行規則第３１条第１項・第２項の基準を超える特定有

害物質により汚染されている土地

機密性２ 完全性１ 可用性１



⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属
又は範囲について争いがある土地（帰属法第２条第３項第５号）
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⇒ 隣接する土地の所有者との間で所有権の境界が争われている土
地や、申請者以外にその土地の所有権を主張する者がいる土地など、
土地の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地につい
ては、その所有権を国庫に帰属させると、土地の管理を行う上で障
害が生じるため

＜境界（所有権の範囲）が明らかな土地＞
以下の①②を満たしている土地（測量や境界確認書の提出は不要。任意提出可。）
① 申請者が認識している隣接土地との境界が表示されていること
※ 既設境界標、地物、地形又は工作物等や申請者が設置した境界点を表示する目印により、

申請者が認識している隣接土地との境界を表示する
② 申請者が認識している申請土地の境界について、隣地所有者が認識している境界と相違
がなく、争いがないこと

※ 申請後、法務局から隣接する土地の所有者に境界争いの有無等について確認

機密性２ 完全性１ 可用性１



イ 不承認要件
⇒ 費用・労力の過分性について個別の判断を要するもの

（帰属法第５条第１項、帰属政令第４条）
⇒ 審査の結果、下記の不承認要件に該当しない場合は、
国庫への帰属を（義務的に）承認しなければならない。
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① 崖（勾配が30度以上であり、かつ、高さが５メートル以上のもの）がある土地のうち、その
通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

② 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存
する土地

③ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
④ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができな
い土地（隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地、所有権に基づく使用収益が
現に妨害されている土地）

⑤ 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地
〇 土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置
を講ずる必要がある土地（軽微なものを除く）

〇 鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹
木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地（軽微なものを除く）

〇 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林
〇 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
〇 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

機密性２ 完全性１ 可用性１



① 崖（勾配が30度以上であり、かつ、高さが５メートル以
上のもの）がある土地のうち、その通常の管理に当たり過
分の費用又は労力を要するもの
（帰属法第５条第１項第１号、帰属政令第４条第１項）
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⇒ 政令で定める崖の基準（勾配３０度以上＋高さ５メー トル以
上）に該当する崖がある土地であって、通常の管理に当たり過分
な費用又は労力を要する場合（※）は承認不可
※ 住民の生命等に被害を及ぼしたり、隣地に土砂が流れ込むことによって被害を及ぼす

可能性があり、擁壁工事等を実施する必要があると客観的に認められるような場合など

機密性２ 完全性１ 可用性１



② 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又
は樹木その他の有体物が地上に存する土地
（帰属法第５条第１項第２号）
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⇒ 以下のア・イの両方に該当する土地は承認不可
ア 工作物、車両又は樹木その他の有体物が存する
イ その有体物（※）が土地の通常の管理又は処分を阻害する
※ 森林において樹木がある場合や、宅地において安全性に問題のない土留めや柵等が

ある場合など、その土地の形状・性質によっては、地上に有体物が存したとしても承認さ
れる可能性がある。

＜想定される有体物の具体例＞
・果樹園の樹木
・民家、公道、線路等の付近に存在し、放置すると倒木のおそれがある
枯れた樹木や枝の落下等による災害を防止するために定期的な伐採を
行う必要がある樹木
・放置すると周辺の土地に侵入するおそれや森林の公益的機能の発揮
に支障を生じるおそれがあるために定期的な伐採を行う必要がある竹
・過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なもの
・建物には該当しない廃屋
・放置車両 など

機密性２ 完全性１ 可用性１



③ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることが
できない有体物が地下に存する土地
（帰属法第５条第１項第３号）
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⇒ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない
有体物が地下に存する土地（※）は承認不可

※ 除去の必要性の考え方について
土地の形状・性質に照らして、その土地の通常の管理又は処分をするに当たり支障がない有

体物（例：広大な土地の片隅に存する小規模な配管など）と認められるものであれば、除去
しなくても特に問題はないものとして承認される可能性がある。

＜想定される有体物の具体例＞
・産業廃棄物
・屋根瓦などの建築資材（いわゆるガラ）
・地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片
・古い水道管
・浄化槽
・井戸
・大きな石 など

機密性２ 完全性１ 可用性１



④ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常
の管理又は処分をすることができない土地
（帰属法第５条第１項第４号、帰属政令第４条第２項各号）
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(1) 民法上の通行権利が妨げられている土地
以下の(a)又は(b)に該当する土地は、 民法上、その土地を囲んでいる

他の土地を通行することが認められるが、この通行が現に妨げられている
土地については承認不可

(a) 他の土地に囲まれて公道に通じない土地（袋地）
（民法第２１０条第１項に規定する 事情のある土地）

(b-1) 池沼、河川、水路、海を通らなければ公道に出ることができない土地
（民法第２１０条第２項に規定する事情のある土地）

(b-2) 崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地
（民法第２１０条第２項に規定する事情のある土地）

機密性２ 完全性１ 可用性１
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(2) 所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地
所有者以外の第三者によって、土地の所有者の所有権に基づく使用
又は収益が現に妨害されている土地は承認不可（その程度が軽微で土
地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。）

＜想定される具体例＞
・申請地に不法占拠者がいる場合
・隣地から生活排水等が定期的に流入し続けており土地の使用に支障が生じている場合
・別荘地管理組合から国庫帰属後に管理費用を請求されるなどのトラブルが発生する可
能性が高い場合
・立木を第三者に販売する契約を締結している場合 など

機密性２ 完全性１ 可用性１



⑤ 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労
力を要する以下の土地
（帰属法第５条第１項第５号、帰属政令第４条第３項各号）
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(1) 災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせ
るおそれを防止するための措置が必要な土地
（帰属政令第４条第３項第１号）

＜想定される具体例＞
・土砂の崩壊の危険のある土地（崩壊を防ぐための保護工事）
・大きな陥没がある土地（人の落下を防ぐための埋立工事）
・大量の水が漏出している土地（排水ポンプの設置工事）
※  土地の現状に変更を加える措置の程度が軽微であり、通常の管

理に当たり過分の費用を要しないような場合（例：陥没の程度が
軽微であり容易に埋め立てることができるような場合など）には、本
要件に該当しないものとして承認される可能性あり

以下のア～ウの３要件、全てに該当する土地は承認不可
ア 土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因
する災害が発生し、又は発生するおそれがある

イ その災害により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体
又は財産に被害が生じ、又は生ずるおそれがある

ウ その被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える
措置（軽微なものを除く。）を講ずる必要がある

機密性２ 完全性１ 可用性１



21

(２) 土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹
木に被害を生じさせる土地（帰属政令第４条第３項第２号）

＜想定される具体例＞
・土地に生息するスズメバチやヒグマなどにより、当該土地又はその周辺
の土地に存する者の生命若しくは身体に被害が生じ、又は生ずるおそれ
がある場合
・土地に生息する病害虫により、当該土地又はその周辺の土地の農作
物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合 など
※ 生息する動物の危険性が低い又は危険であっても生息する数が極

めて少ないなどの理由により、被害の程度や被害が生ずるおそれの程
度が軽微であり、 通常の管理の範囲内で対応が可能であるような
場合（例：被害の程度が軽微であり、追加の費用を負担してまで
駆除する必要が生じないような場合など）には、本要件に該当しな
いものとして承認される可能性あり

以下の要件に該当する土地については承認不可
ア 鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地
イ 当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命
若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれが
ある土地（軽微なものを除く。）

機密性２ 完全性１ 可用性１
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(３) 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追
加的に必要な森林（帰属政令第４条第３項第３号）
以下のア～ウの３要件、全てに該当する土地については承認不可

ア 主に森林として利用されている土地
イ その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画に定められた、以

下の(a)及び(b)の事項に適合していない土地
(a) 造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項
(b) 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他
間伐及び保育の基準

ウ イの(a)及び(b)に適合させるために、追加的に造林、間伐又は保育を実施す
る必要があると認められる土地

＜整備が必要な森林のイメージ＞

＜想定される具体例＞
・間伐の実施を確認することができない人工林
・一定の生育段階に到達するまで更新補助作業が生じる
可能性がある標準伐期齢に達していない天然林

機密性２ 完全性１ 可用性１
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(４) 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法
令の規定に基づき負担する土地（帰属政令第４条第３項第４号）

所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が
通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担するこ
とが確実と認められる土地については承認不可

＜想定される具体例＞
・土地改良事業の施行に係る地域内にある
土地の所有者に対して、近い将来、土地改
良法第３６条第１項に基づき金銭（※）
が賦課されることが確実と判明している土地

※ 土地改良事業で整備される水利施設
等の建設費用、当該事業で整備された水
利施設等の利用や維持管理に係る経常
的経費に充てられる金銭
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(５) 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の
金銭債務を国が承継する土地（帰属政令第４条第３項第５号）

法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債
務を負担する土地であって、所有権が国庫に帰属したことに伴い国が
法令の規定により当該金銭債務を承継することとなるものについては
帰属不可
＜想定される具体例＞
・土地改良法第３６条第１項の規定により、
組合員（土地所有者）に金銭債務
（※）が賦課されている土地（例：土地改
良区に賦課金を支払っている土地）

※ 同法第４２条第１項の規定により、当該金
銭債務は農地の所有権を取得した者に承継さ
れることとなるため、国庫帰属がされた場合には、
国に当該金銭債務が承継される。

※ 所有者が法務局の審査完了までに金銭債
務を消滅させた場合は、本要件には該当しな
いこととなる。

機密性２ 完全性１ 可用性１



① 負担金
⇒ １０年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要
（２０万円が基本）

25

右記以外の土地 一部の市街地（注１）の
宅地

一部の市街地（注１） 、
農用地区域等の 田、畑 森林

面積にかかわらず、
20万円 （例）100㎡：約55万円

200㎡：約80万円
（例） 500㎡： 約72万円

1,000㎡：約110万円
（例）1,500㎡：約27万円

3,000㎡：約30万円

面積に応じ算定（注２）

② 審査手数料
⇒ 法務局への申請時に、審査手数料の納付が必要

（土地１筆14,000円 却下・不承認・取下時の還付なし）
※ 承認申請書に収入印紙を貼付して納付

注１：都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域。
注２：面積の単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて１㎡当たりの負担金額は低くなる。

面積に応じ算定（注２）面積に応じ算定（注２）

○ 相続土地国庫帰属制度の要件（負担金等）
機密性２ 完全性１ 可用性１

※ 法務局・地方法務局から送付される納入告知書を使用して納付
※ 負担金の通知（納入告知書同封）が到達した翌日から３０日以内に納付し

ない場合、承認の効力は失効する。



【参考】負担金の算定の考え方（詳細）

負担金算定の具体例

注１：都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域。 注２：面積の単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて１㎡当たりの負担金額は低くなる。

面積にかかわらず、20万円

ただし、一部の市街地（注１）の宅地については、面積に応じ算定（注2）

面積にかかわらず、20万円

ただし、一部の市街地（注１） 、農用地区域等の
田、畑については、面積に応じ算定（注２）

面積に応じ算定（注２）

面積にかかわらず、20万円

① 宅地

② 田、畑

③ 森林

④ その他
※雑種地、原野等

（例）
100㎡ 約55万円
200㎡ 約80万円……

負担金計算の特例 承認申請者は法務大臣に対して、隣接する２筆以上の土地について、一つの土地とみなして、
負担金の額を算定することを申し出ることができる（帰属政令第６条）。

例 隣接する2筆の土地を申請する場合
（例：市街化区域外の宅地） 100㎡ 100㎡

1筆ごとに算定

例 宅地：100㎡の土地×２＝40万円

面積を合算

100㎡＋100㎡＝200㎡

例 宅地：200㎡の土地×１＝20万円

（例）
1,500㎡ 約27万円
3,000㎡ 約30万円……

（例）
500㎡ 約72万円
1,000㎡ 約110万円……

26

機密性２ 完全性１ 可用性１
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○ 審査フロー（概略） 機密性２ 完全性１ 可用性１

【申請権者】
相続又は遺贈（相続人に対する遺贈に限る） により
土地を取得した者
※共有地の場合は共有者全員で申請する必要あり

❸ 申請者が10年分の
土地管理費相当額の
負担金を納付

国 庫 帰 属

❷ 法務大臣（法務局）による
要件審査・承認

❹

手続イメージ

❶ 承認申請

・ 実地調査権限あり
・ 国有財産の管理担当部局等に調査への協力を求めることができる
・ 地方公共団体等に対して、情報提供を求めることができる
・ 国や地方公共団体に対して、承認申請があった旨を情報提供し、
土地の寄附受けや地域での有効活用の機会を確保

○ 国の機関の関与
① 国庫に帰属した土地の管理（財務省、農林水産省、林野庁）
普通財産として、国が管理・処分（地方公共団体が管理することにはなっていない）

・ 主に農用地として利用されている土地、主に森林として利用されている土地
・ それ以外の土地（宅地、雑種地、原野等）

② 寄附受けの検討（財務省、農林水産省、林野庁、国土交通省等）
③ 審査への協力依頼（財務省、農林水産省、林野庁、国土交通省）

農林水産大臣（帰属法第１２条第１項）

財務大臣（国有財産法第６条）

○ 地方公共団体の関与
① 寄附受けの検討
② 資料提供依頼
③ 審査への協力依頼（崖地、災害が発生する可能性がある土地等）

※ 帰属後は、所有者から国に所有権移転登記（帰属した土地を管理する機関から管轄登記所への嘱託登記）。
登記原因は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第１１条第１項の規定に基づく

令和○年○月○日所有権の国庫帰属」（所有権移転の日付は負担金が納付された日）



２8

① 相談先
法務局・地方法務局の本局（支局・出張所では相談不可）
※ 原則として、帰属させたい土地が所在する法務局・地方法務局の本局となるが、

対象の土地が遠方にある場合は、最寄りの法務局・地方法務局の本局で相談可

○ 事前相談方法（R5.2.22開始）
機密性２ 完全性１ 可用性１

＜資料の具体例＞
・法務局で取得した登記事項証明書、地図、地積測量図
・土地の測量図面、土地の全体が分かる画像又は写真などの参考資料

一般的な問合せに加え、申請書の記載方法や相談時の資料に基づく見解を示す
などの対応。ただし、相談の時点では、該当の可否について確定した判断を行うこと
はできない。最終的な帰属の可否については、申請後、書面調査及び現地調査を
行った上で判断する。

② 相談方法
事前予約制による対面又は電話
※ 法務局手続案内予約サービスから予約
※ 家族や親族の方が相談することも可能

④ 相談の留意点

③ 相談時に準備する資料
土地の状況等が分かる以下の資料や写真を準備し、相談票・チェックシートを作成



① 申請先
帰属させたい土地が所在する法務局・地方法務局の本局
（支局・出張所では対応不可）

② 申請方法
窓口（相続土地国庫帰属審査室）に申請書を提出
※ 郵送での申請も可能

③ 審査期間
申請から判断までに要する期間（標準処理期間）は、

現時点では全国一律で「８か月（※）」
※ 申請の出件状況等によって伸縮する場合がある。

2９

○ 承認申請の方法
機密性２ 完全性１ 可用性１



3０

○ 承認申請書（例） 機密性２ 完全性１ 可用性１



3１

機密性２ 完全性１ 可用性１



3２

○ 添付書面（例） 機密性２ 完全性１ 可用性１



3３

機密性２ 完全性１ 可用性１


